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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成30年4月5日(2018.4.5)

【公開番号】特開2018-75(P2018-75A)
【公開日】平成30年1月11日(2018.1.11)
【年通号数】公開・登録公報2018-001
【出願番号】特願2016-130126(P2016-130126)
【国際特許分類】
   Ａ２３Ｆ   3/16     (2006.01)
   Ａ２３Ｌ   2/00     (2006.01)
   Ａ２３Ｌ   2/52     (2006.01)
   Ａ２３Ｌ  33/21     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ａ２３Ｆ    3/16     　　　　
   Ａ２３Ｌ    2/00     　　　Ｂ
   Ａ２３Ｌ    2/00     　　　Ｆ
   Ａ２３Ｌ   33/21     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月19日(2018.2.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器詰茶飲料であって、
イヌリンの含有量が１～７ｇ／１００ｍｌであり、
非重合体カテキンの含有量が１～８００ｐｐｍであり、
アスコルビン酸の含有量が１００～８００ｐｐｍである、
前記飲料。
【請求項２】
　イヌリンの含有量が１～５．５ｇ／１００ｍｌである、請求項１に記載の飲料。
【請求項３】
　非重合カテキンの含有量が１０～７５０ｐｐｍである、請求項１又は２に記載の飲料。
【請求項４】
　アスコルビン酸の含有量が１００～７００ｐｐｍである、請求項１～３のいずれか一項
記載の飲料。
【請求項５】
　５００ｍｌ以上の容器詰茶飲料である、請求項１～４のいずれか一項に記載の飲料。
【請求項６】
　香料、調味料、甘味料、酸味料を添加していない飲料である、請求項１～５のいずれか
一項に記載の飲料。
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